
■予算科目

（項） 河川等災害関連事業費

（目） 港湾施設災害関連事業費補助

■事業内容

 災害復旧事業と同一の災害により被災した港湾環境整備

施設を原形に復旧する事業。

■事業主体

 地方公共団体等

■補助率

１／２

■施行期間

災害発生年度を含めて３ヶ年以内

■採択基準及び採択限度額

（１）地方公共団体等が維持管理する港湾環境整備施設に係

る工事であること。

（２）１箇所の関連工事費が都道府県及び指定都市に

あっては400万円以上、市町村にあっては300万円以上

であること。

災害関連港湾環境整備施設災害復旧事業（環境関連・補助）

環 境 関 連 事 例事 業 の 概 要

福島県沖地震により、遊歩道部が沈下

R３年災 仙台塩釜港 （宮城県） 緑地

R４年災 北九州港 （北九州市） 緑地

台風14号により、転落防止柵が倒壊
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